
頄目 内容 R２実施状況 課別

①小中学校におけるボラ
ンティア活動・福祉教育
の推進

○子供の頃から福祉への関心を高め、地域福
祉について学ぶ機会を設けます。
○社会福祉協議会が行うボランティア活動推
進校への取り組みを支援します。
○教育委員会と連携して福祉教育を全行的に
推進します。

・市社会福祉協議会が中心となり、市内小中学校の担当教諭と一緒に企画立案し、福祉教育の推進を
行いました。
（高齢者疑似体験、地域高齢者との交流、障がい者理解、施設や高齢者宅の環境美化活動等）
市内小学校９校、中学校６校、高校２校

福祉課

・例年「北杜市健康福祉大会」において講演会を開催していましたが、令和２年度は新型コロナウイ
ルスの感染症感染防止の観点から講演会は実施しませんでした。

福祉課

・高齢化の進展に伴い「介護予防の自主的な行動ができるまちづくり」を目標に、介護予防へ対する
知識、理解を深めるため、予防に取り組む動機付けになるよう、福祉課、健康増進課と連携した中で
「健康福祉大会」の開催を予定したが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。
代わりに、ＣＡＴＶやYouTubeの動画配信を活用した「介護予防・健康づくり合同市民講座」を健
康増進課と協同で実施しました。

介護支援課

・北杜市民生委員を対象にゲートキーパー養成研修会を開催しました。
　講師：心理臨床オフィス　ルーエ　深沢孝之様　　対象者数：186名
・コロナ感染症対策の為、代表民生委員2名を対象に開催。その後DVDにて他の委員さんに各地域で
研修を受けていただく方法で実施しました。

健康増進課

・新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から市政報告会及び講演会等を実施しませんでした。
企画課
（ふるさと納税担当）

・多世代が交流する「第９回名峰と名水の里北杜囲碁まつり」を企画したが新型コロナウイルス感染
症のため中止としました。また、多世代を対象とした北杜ふれあい塾や山梨大学との連携による親子
を対象にＷｅｂを活用した芸術文化講座を開催しました。スポーツ事業では、北の杜ふるさとウォー
キングと３世代交流で行う体力測定会が新型コロナウイルス感染症のため中止となりましたが、親子
スケート教室は、回数を増やして開催しました。

生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から講演会は中止しました。代わりに介護支援課と合同
で市民公開講座を10月にCATVで4週に渡り放送しました。

健康増進課

　第３次地域福祉計画に係る具体的な取り組みの実施状況について

　第３次地域福祉計画は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間を計画期間としています。計画の推進にあたり、R２年度の実施状況をまとめました。

１　　つながる・ほくと（助け合い・交流が活発なまち）

（１）身近な福祉・知る福祉・見える福祉

②講演会の開催による住
みやすい地域づくりの情
報提供

○講演会の開催により、地域福祉や地域活性
化に関する啓発を実施します。
○様々な分野の講演会を開催し、市民に地域
づくりに関する情報を提供します。
○講演内容や講師選定、日程などを工夫し、
参加しやすい講演会にします。

③生涯学習講座等を通じ
た地域福祉の啓発

○健康や介護など福祉関係の講座を開催し、
意識の啓発を図ります。
○地域活動のきっかけや、高齢者が自らの体
力を確認できる機会にします。
○市民ニーズの把揜や関係団体の協力によ
り、市民が望む講座を開催します。
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・広報や市ホームページを活用し、福祉課の業務や地域福祉に関わる情報の周知を行いました。 福祉課

・子育てに関する情報について、広報・ホームページ等で周知を図りました。 子育て応援課

・子育て等に関する相談の窓口「ほくとっこ」、家庭児童相談室「おひさま」について相談しやすい
ように愛称をつけ広報、ホームページ、ＣＡＴＶなどで周知しました。

ほくとっこ元気課

・包拢支援センターに寄せられる見守りや安否不明相談の統計を取り始めました。高齢者が安心して
住み慣れた地域で暮らせるように、地域の医療や介護、福祉関係者等とケア会議等で協議し、地域の
見守り体制を構築する中で、助け合いの大切さについて啓発しました。

介護支援課

・健康情報や事業などについては、広報、CATV、ホームページ、回覧、ポスターにより、広く周知
しました。
・熱中症予防対策については、必要性の高い方にも伝わるよう防災無線での周知も併せて行いまし
た。

健康増進課

・子育て情報サイト「やまねっと」において、子育てに関するさまざまな情報を一元的に提供したほ
か、母親目線による意見を反映させるため、ママ記者ブログによる情報発信を行いました。

子育て応援課

・子育て情報サイト「やまねっと」において、母子保健・子育て支援事業の情報提供をするととも
に、利用者支援専門員により、北杜市子育てガイドブックを活用し母親へ情報提供しました。
・母親目線のママ記者により母子保健や子育てに関する情報収集したことを「やまねっと」のサイト
に随時アップしました。

ほくとっこ元気課

・各地区民生委員・児童委員定例会において、「認知症サポーター養成講座」を実施しました。　ま
た、市内の児童に関わる「施設訪問」や「傾聴研修」、市民バスについて学ぶ「市民バスで出かけよ
う」研修など、地区民児協独自で研修会を実施し、地域福祉に関する見識を深めました。
・救急医療情報キット事業、あんきじゃんねっとワーク事業、緊急通報体制整備事業（ふれあいペン
ダント）等、地域福祉に関する情報を定期的に周知しました。

福祉課

・介護保険制度や介護予防事業や認知症施策事業など情報提供を行いました。 介護支援課

④地域福祉に関する情報
の周知

○地域福祉に関する活動や募集、サービス等
の各種情報について、広報・ホームページ・
ＣＡＴＶ・区長文書等で幅広く周知を図りま
す。
○福祉情報を一元的に整理し、適切かつ円滑
に取得できるよう方法を検討します。

⑤子育て支援情報の提供

○子育て応援サイト「やまねと」の運営を通
じ、情報を一元的に提供します。
○母親の目線による意見を反映させ、情報の
充実を図ります。
○母親同士のネットワーク活用など多様な手
段で情報を提供します。

⑥民生委員・児童委員に
よる地域福祉情報の周知
と活用

○民生委員・児童委員の定例会において、地
域福祉に関する研修を実施します。
○地域の身近な相談役である民生委員・児童
委員が地域福祉に関する情報を周知すること
で、地域に即した福祉情報の提供を推進しま
す。
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頄目 内容 R２実施状況 課別

・あんきじゃんネットワーク事業設立に関わった、地区民生児童委員役員、警察・消防署、庁内の各
部署、また、現在あんきじゃんねっとワーク協力にいただいている事業者で集まり、関係者連絡会議
を開催し、情報交換を行いました。

福祉課

・包拢支援センターに寄せられる見守りや安否不明相談の統計を取り始めました。高齢者が安心して
住み慣れた地域で暮らせるように、地域の医療や介護、福祉関係者等とケア会議等で協議し、地域の
見守り体制を構築する中で、助け合いの大切さについて啓発しました。

介護支援課

・子供たちの放課後の安全安心な居場所として、放課後児童クラブ、児童館の運営を行いました。 子育て応援課

・市内につどいの広場を４か所、保健センター内に設置された「はっぴいたんたん」を土曜日も開設
しています。・愛育会組織では、地域で妊婦、乳幼児などに声かけを行っています。

ほくとっこ元気課

②緊急通報システム「ふ
れあいペンダント」の推
進

○高齢者の家庭でも容易に緊急時の通報がで
きるシステムの配備を推進します。
○ＮＰＯ法人と連携して、２４時間３６５日
の通報・相談に応じます。
○利用対象者の拡大や利用要件の緩和等を検
討します。

・平成２５年度から通報先をNPO法人に切り替えを行ったことにより、引き続き24時間365日の通
報、相談が可能になりました。
・ふれあいペンダントの未使用保管台数を考慮しながら、可能な限り事業対象者が増えるよう、包拢
支援センター職員へ情報提供を行いました。

福祉課

③ゴミステーションの適
切な管理

○地域のごみステーション管理活動を通じ
て、地域の繋がりや交流機会を創造します。
○分別マニュアル・排出カレンダーの配布に
より適切なごみ出しを推進します。

・ごみステーションは、地域で適正に管理を行いました。
・分別マニュアル・ごみ排出カレンダーの配布により、適正なごみの排出を行いました。

環境課

（２）声かけ・助け合いの促進　

①地域の見守り体制の構
築と助け合いの促進

○地域から孤立する恐れのある人を地域全体
で見守る体制を構築します。
○放課後の子どもたちの見守りと安全な居場
所づくりに取り組みます。
○地域の身近な見守りや助け合いが大切であ
ることを啓発していきます。
○あんきじゃんネットワーク事業を推進して
いきます。
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頄目 内容 R2実施状況 課別

・本庁及び支所の担当窓口において、「行政区への加入の御案内」を転入者に渡し、行政区加入につ
いて説明を行いました。

市民課

・行政区長会等を開催し、地域における課題や要望事頄等を積極的に吸い上げる機会を設けました。
・行政区における地域づくりに資するための、行政区事務取扱交付金を交付し、地域活性化を促す支
援をしました。

総務課

・福祉課窓口に来られた方へ「福祉相談ガイド」やタウンページに掲載される「北杜市暮らしの便利
帱」を紹介しました。

福祉課

・地域包拢支援センターに寄せられた相談の中から、転入された高齢者のその後の生活課題を抽出し
ました。

介護支援課

・本庁及び支所の担当窓口において「行政区への加入」を案内し、地区のルールに沿ったごみの排出
を促するとともに、ごみカレンダー及び分別マニュアルを配布し、適正なごみの排出及び資源物の回
収に繋がるよう促しました。

環境課

②行政区加入率向上に向
けた取り組み支援

○行政区や自治会の現状について、各地域の
動向を把揜します。
○行政区の加入を促進するための取組につい
て、支援方法等を検討します。

・行政区について、転入者へわかりやすく理解して頂けるよう「行政区への加入の御案内」を作成し
ました。
「自治会活動保険」に加入し、行政区で実施する行事等に区民の皆様が安心して参加できる環境を整
えました。

総務課

・市民が生涯学習の場で活用できる「生活」、「芸術・文化・創作」、「学習一般」、「健康・福
祉」、「スポーツ・レクリエーション」等の各分野の指導者に、まなびの杜タレントバンクへ登録し
てもらい、その情報を冊子にまとめ、市内公共施設に設置しました。また、登録者情報をホームペー
ジで紹介し、ニーズのある市民に指導者を紹介しました。

生涯学習課

・地域の方々に参加いただきながら、放課後子供教室を実施し、地域住民との交流活動に積極的に取
り組むところですが、コロナ禍において感染防止のため事業を実施できませんでした。
・保育施設では、世代間交流として地域の高齢者を招いて、伝承遊び、季節の行事等を計画しており
ましたが、コロナ禍において感染防止のため実施できませんでした。

子育て応援課

・子育てフェスタの開催ができなかったので、子育て週間に変更し関係機関、愛育会と連携し折り紙
でハートを作成し、保健センターに展示しました。直接の交流は出来なかったが展示を通してつなが
りが深まりました。

ほくとっこ元気課

・各地区の高齢者が集いながら、社会参加と高齢者福祉のため、集える場所の提供など高齢者の活動
に対し支援しました。

福祉課

（３）集まる・交流するコミュニティづくり

①転入者への行政区加入
に関する情報

○転入者が転入手続きで来庁した際に、地区
や区長などの紹介を行います。
○「行政区への加入の案内」や「ふくし相談
ガイド」を配布します。
○行政区の役割や自治会活動保険の説明を実
施し、加入を促進します。

③多世代が交流する機会
の促進

○地域の多様な主体が連携し、交流機会の場
を確保します。
○親子で開催できるスポーツや文化行事を開
催します。
○地域のお年寄りと子どもの交流ができる催
しなどを開催します。

④「集いの場」の普及促
進

○多様な運営主体による、地域の「集いの
場」を普及促進します。
○住民主体の高齢者集いの場事業の立ち上げ
を支援します。
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・高齢者通いの場の立ち上げや運営を継続する住民ボランティア団体に対して、毎月の開催回数に応
じた運営費の支援を行うとともに、リハビリ専門職等を派遣し、介護予防への取組みについて養成指
導を実施しました。
〇高齢者通いの場：57箇所
〇リハビリ専門職の派遣：５回
・新型コロナウイルス感染症の影響により、市内で高齢者通いの場等を運営するボランティアが一堂
に会して活動報告、情報交換、先進地事例の紹介などを行う「交流会」は中止とし、座談会やセミ
ナー通信を行い情報をは発信することで、活動意欲の向上を図ることができた。

介護支援課

④「集いの場」の普及促
進

○多様な運営主体による、地域の「集いの
場」を普及促進します。
○住民主体の高齢者集いの場事業の立ち上げ
を支援します。
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頄目 内容 R2実施状況 課別

・すこやかな生活習慣を定着させ、健康寿命の延伸を図るため、健康強調月間・週間には、CATVの
テロップ、ポスター掲示を行い、健康づくり全般の普及啓発を行ないました。

健康増進課

・保健福祉推進員が介護予防のために各地域の公民館等において開催する「はつらつシルバーのつど
い事業」に、運動や栄養、口腔や認知症予防等の専門職を派遣し、地域による健康づくりや介護予防
の取組を支援を毎年実施しているが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により講師の派遣
を中止しました。ただし、講師より介護予防に資するチラシ等を作成していただき配布を行い、介護
予防の普及に努めました。

介護支援課

②介護予防サポートリー
ダーの養成と活動支援

○地域の高齢者同士がお互いを支えること
で、介護予防の取組を推進します。
○介護予防サポートリーダーの養成講座を定
期的に開催します。
○多くの登録者が参加できるように活動支援
やフォロー研修を実施します。

・介護予防の必要性を理解し、地域での介護予防事業の普及や実践を促すため、定期的に養成講座を
開催し、新たに20名を新規に登録しました。また新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した中で、
各地域の公民館カフェなどに出向き介護予防活動を実践しました。
・スキルアップや介護予防をより意識した活動ができるよう、情報交換を兼ねた研修会を隔月で開催
し介護予防活動への支援を行いました。
〇介護予防サポートリーダー登録者数：134人

介護支援課

・保健福祉推進員の研修会を開催し、市内における高齢化率等の統計データをもとに介護予防の重要
性について説明を行い、関係資料等を配布した中で地域での支え合い活動に取り組めるよう支援を行
いました。

介護支援課

・保健福祉推進員を対象に研修会を３回予定していましたが、コロナ感染症対策の為１回目・３回目
を中止にしました。
・1回目に予定していた内容に関しては、344人の保健福祉推進員に委嘱状、「ガイドブック」等を
送付し、推進員の役割を伝えました。
・2回目は感染症対策をして、市の健康の現状を理解していただく研修会を開催し、219人に参加し
ていただきました。また、地域で回覧や配布できる資料を持ち帰っていただきました。
・推進員活動の報告書を年度末にしていただき次年度活動の資料としました。

健康増進課

（2）地域活動（行事）へ参加しやすい仕組みをつくる

２　　かつやく・ほくと（健康で元気に活躍できるなまち）

（１）健康・生きがい・活躍の場づくり　

①健康づくりの啓発・取
組支援

○市民・地域・行政が連携して地域の健康作
りを推進します。
○健康づくりや規則正しい生活習慣について
の普及啓発を図ります。
○地域による健康づくりや介護予防事業の取
組を支援します。

③保健福祉推進員の養成
と活動支援

○地域の保健福祉事業の普及と実践に努める
保健福祉推進員を要請します。
○推進員の役割や地域づくりの意識を高める
ため、研修会の充実を図ります。
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④食生活改善推進員の養
成と活動支援

○食を通じた健康づくりの担い手となる食生
活推改善進員を要請します。
○食生活改善推進員による障害を通じた食育
と健康づくりを推進します。
○食生活改善推進員の活動や地域との連携の
支援を実施します。

・食を通じた健康づくりの担い手として次の活動を行い、普及啓発をしました。
○家庭訪問による減塩、生活習慣病予防普及啓発活動（市内1124世帯訪問）
○地域での普及啓発活動のための代表者研修会（2回実施：地区代表者34人）
○日本食生活改善推進員協議会事業
「おやこ食育教室」（小淵沢地区2回実施：25人）
「やさしい在宅介護食教室」（白州地区・大泉地区：会員30人）
「世代別に取り組む生活習慣病予防のためのスキルアップ事業」
　高齢世代（須玉地区：20人）

健康増進課

⑤母子愛育会の活動支援

○子どもたちの健やかな成長のため、母子を
中心に地域ぐるみの健康づくりを推進する。
○母子愛育会の活動が市内全域で行われるよ
うに推進します。

・母子愛育会の各班の分班長会議や各種事業に地区担当保健師が出席し、母子の健康課題を中心に情
報提供を行い、地域の健康づくりについて共に考え課題解決に取り組みました。　　　　　　　・母
子愛育活動が市内全域で行われるように休会地域の現状を把揜し、組織立ち上げに向けた代表者会
議・区長会へ説明を行いました。

ほくとっこ元気課

⑥認知症サポーターの養
成と活動支援

○地域で認知症の人を支えるため、認知症サ
ポーター養成講座を開催します。
○サポーター同士の交流や登録者の活動支援
を実施します。
○認知症の人と関わることが多い民間団体な
どの参加を重点的に働きかけます。

・地域において認知症の人と家族を支えるため、市内小中高等学校、民生委員会、一般市民に対して
養成講座を開催しました。
〇認知症サポーター養成講座：受講者数539人　累計7,703人
・認知症サポーター養成講座を開催するキャラバンメイトに対して、研修会を行い、知識の向上を図
りました。

介護支援課
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頄目 内容 R2実施状況 課別

①ボランティアの養成

○各種ボランティア養成事業を実施します。
○社会福祉協議会で実施しているボランティ
ア養成事業を支援します。
○ボランティアの集いなどを開催し、ボラン
ティア活動の活性化を支援します。

・社会福祉協議会で行っているボランティア活動に対し、市で支援を行いました。
○ボランティア養成講座　５回、手話養成講座　１０回　開催　　参加者述べ１１０名（ボランティ
アリーダー研修、傾聴ボランティア養成、災害ボランティア養成、災害ボランティアセンター設置運
営研修等）
○ボランティアの集いの開催　　参加者　３３名

福祉課

②介護支援ボランティア
の推進

○高齢者の社会参加により、介護予防と活力
ある地域づくりを図ります。
○介護支援ボランティアを養成し、高齢者の
ボランティア活動を推進します。
○より利用しやすい制度にするため、周知強
化や制度改定に取り組みます。

・高齢者の社会参加を通じた介護予防を推進するため、高齢者が介護施設等においてボランティア活
動を行った場合には、活動実績を評価しポイントを寄与しているが、今年度は、新型コロナウイルス
感染症の影響により受入れてもらえる施設が尐なかったため、活動できる範囲が縮小されました。
・登録者のフォローアップ研修をより充実させるため、受け入れ施設とボランティアの双方による対
話形式でのセミナーも、新型コロナウイルス感染症の影響により中止としたが、「ボランティア向け
セミナー通信」の作成や受入施設へのアンケート調査の実施及び結果の取りまとめを行い配布し、活
動の推進を図りました。
・情報誌「つながる笑顔」も毎年作成し、コロナ禍でのボランティア活動の取材やインタビューを掲
載するとともに、ボランティア活動の必要性について掲載し、事業の周知に努めました。

介護支援課

・市役所内へボランティアボードを設置し、利用者へ周知を行いました。また、ボランティアボード
へ県内のボランティア情報が集まるサイトの掲載を行いました。

福祉課

・市民が生涯学習の場で活用できる「生活」、「芸術・文化・創作」、「学習一般」、「健康・福
祉」、「スポーツ・レクリエーション」等の各分野の指導者に、まなびの杜タレントバンクへ登録し
てもらい、その情報を冊子にまとめ、市内公共施設に設置しました。また、登録者情報をホームペー
ジで紹介し、ニーズのある市民に指導者を紹介しました。

生涯学習課

・放課後子供教室の運営を行うためには、地域住民の指導者としての参加が不可欠であることから、
地域毎のスタッフの充実を図るとこですが、コロナ禍において感染防止のため事業を実施でいません
でした。
・放課後子供教室開催にあたり、公営アカデミー学習応援人材バンクを活用し指導者の派遣を受ける
ところですが、コロナ禍において感染防止のため事業を実施できませんでした。

子育て応援課

④地域活動団体の支援

○社会福祉協議会と連携し、ボランティアと
各団体のマッチングを促進します。
○得意分野や技能を持つ個人の社会活動を推
進するため、高齢者の人材バンク登録を進め
ます。
○市民がボランティア活動へ参加しやすい環
境を整えるため、活動内容の情報発信に取り
組みます。

・社会福祉協議会へ登録した個人や団体のボランティアスタッフに、福祉講和等の依頼を受け講師派
遣の調整を行いました。
・得意分野を持つ高齢者の人材バンク（寿マスター）について、市社会福祉協議会と協力し情報周知
を行いました。

福祉課

（２）ボランティア活動の活性化

③ボランティアが活躍で
きる機会の創出

○各種ボランティア制度の周知を図ります。
○ボランティアと地域活動団体の円滑なマッ
チングを支援します。
○市民の知識や技術を同世代や同世代間の交
流に生かせる人材登録制度（公営アカデ
ミー）を運営します。
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⑤地域活動の場や拠点の
提供

○ボランティアセンターの周知や活動促進を
支援します。
○地域活動やボランティア同士の交流が行え
る場を設けます。
○社会福祉協議会と連携し、ボランティア活
動の周知を図ります。

・市内のボランティア団体と社会福祉協議会が協働し、ボランティアの集いを開催しました。
　開催日　令和２年８月２０日（木）、２７日（木）・９月３日（木）
　参加人数　３３名

福祉課

⑥福祉団体活動の周知支
援

○地域で行われている福祉活動について、情
報周知を支援します。
○福祉団体の希望に応じて、広報等への記載
により情報提供を支援します。
○社会福祉協議会と連携し、福祉団体やボラ
ンティア団体の活動を周知します。

・ボランティアボードを活用し、情報提供を行いました。 福祉課

・２ヶ月に一度、峡北地域自立支援協議会連絡会を実施し、事例検討会や制度学習会等を行い、関係
機関や事業所でお互いに情報共有などをしました。

福祉課

・個別の事例検討会や個別の地域ケア会議等で、個別の課題から地域課題の明確化と会議等を開催す
る中で地域のネットワークの構築につなげました。

介護支援課

・障害から介護保険への移行をスムーズにするため関係者間の研修会を開催し、ネットワークの構築
につなげました。

子育て応援課

⑦福祉の取組をつなぐ
ネットワークづくり

○地域課題の解決や福祉サービス調整のた
め、団体間で情報共有を図ります。
○各種団体や関係機関で連絡会を開催し、
ネットワークづくりを推進します。
○福祉団体の協働による支援体制を構築しま
す。
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頄目 内容 R2実施状況 課別

①自主防災組織の結成促進

○災害の予防と軽減のため、各地域における
自主防災組織の結成を支援します。
○防災意識の高揚を目的とした「出前講座」
を開催します。
○住民主体の防災対策を意欲的に推進できる
人材の育成を行います。

・各地区の区長会議や地区への通知等により、自主防災組織の結成を促すと共に、一時避難所の改修
及び資機材等を整備する補助について説明を行いました。
・出前講塾については、４件の要望があり開催を行いました。
・減災リーダー育成については１回開催し、７名が受講しました。

消防防災課

・年度当初、各町の区長会や民生児童委員会議において、事業内容の説明、名簿の更新、登録の推
進、災害時に備えた名簿の活用の呼びかけを実施しました。

消防防災課

・民生児童委員を通じ、避難行動要支援者の登録の促進を行いました。 福祉課

・災害時の子育て世帯に必要な備蓄食料及び備品の整備を行いました。また、「防災ママ＠北杜」と
の意見交換会を継続して実施し、子育て世帯の防災体制の強化を図りました。

消防防災課

・保育施設では、月に一度防災訓練を行い避難路の確認、情報伝達訓練、引き渡し訓練を実施してい
ます。
・放課後子供教室の運営を行うためには、地域住民の指導者としての参加が不可欠であることから、
地域毎のスタッフの充実を図るとこですが、コロナ禍において感染防止のため事業を実施できません
でした。
・放課後子供教室開催にあたり、公営アカデミー学習応援人材バンクを活用し指導者の派遣を受ける
ところですが、コロナ禍において感染防止のため事業を実施できませんでした。

子育て応援課

・新生児訪問や乳幼児健診時に防災用品等の確認と備蓄の勧めを行いました。また保健センター内に
防災用品の展示を常設し周知しました。

ほくとっこ元気課

④防犯対策事業の推進

○犯罪の未然防止を図るため、地域に防犯灯
の配布を実施します。
○地域ぐるみで安全を守る「子ども110番の
家」の普及促進に努めます。
○防犯団体連絡協議会の活動を促進するた
め、定期的に会議を開催します。

・犯罪等を未然に防止するため、防犯灯を購入し地域からの要望により支給をしました。
・名称を「自主防犯団体連合会」としています。令和2年度は開催しませんでした。

消防防災課

３　　あんしん・ほくと（誰もが安心して生活できるまち）

（１）地域住民による防災・防犯対策の充実

②避難行動要支援者の登
録促進

○地域の避難行動要支援者の登録を促進しま
す。
○地域の会合や民生委員等を通じて、制度の
周知や登録の促進等を実施します。
○平常時から声かけが行われるよう、地域の
協力を求めていきます。

③子育て世帯の防災体制
の強化

○防災訓練や防災イベントを通じて、乳幼
児、子ども、子育て世帯向けの災害対策の必
要性や世帯に応じた備えの大切さを啓発しま
す。
○子育て世代の自主的な防災活動の取組を支
援します。
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頄目 内容 R2実施状況 課別

①移動販売等の買い物支
援の促進

○移動手段が乏しく、日常の買い物が不便な
人の動向を把揜します。
○買い物支援として、移動販売や宅配等の情
報提供を行います。
○移動販売や宅配等に取り組む事業への支援
策を検討します。

・市内で巡回している移動販売業者及び宅配事業者の情報を取りまとめ、情報提供を行いました。 商工・食農課

・高齢者生活支援事業(外出支援サービス)により、通院のためのタクシー券を月２枚給付し、通院の
際の初乗り料金を助成しました。令和２年度は、新たに11名が登録されました。

福祉課

・人口減尐、尐子高齢化による担い手不足の中、要支援認定者等の自立支援に資する外出支援を地域
の支え合い活動により解消するため、高齢者の外出支援サービスモデル事業を実施し、今後の方向性
や可能性について検証を行っています。
・現在、市内ボランティア３地区２団体に委託し運営を行っているが、ボランティア不足や予約オペ
レーターの負担が大きいなど課題も多いことから、今後は、補助事業への移行や市民バスとの連携を
図った移動支援サービスを検討し、外出支援サービスの促進につなげていきます。

介護支援課

③公共交通の整備

○既存の公共交通を有効的に活用し、効率的
な運行体系を確立します。
○利用者の利便性や交通弱者等に配慮したバ
ス運行に取り組みます。
○地域内の公共交通事業者と連携する中で、
新たな公共交通を検討します。

平成30年に策定した「北杜市地域公共交通網形成計画」に基づいて市民バスを大きく再編し、令和2
年4月から新しい体系での運行を開始しました。
この再編では、市内を大きく４つのエリアに分け、「幹線（エリア間をつなぐ移動）」と「支線（エ
リア内の移動）」を組み合わせた効率的な地域公共交通体系としており、今後数年間はこの新しい体
系を定着させて行くことが求められています。

企画課（企画担当）

（２）生活の不安を軽減する支援の充実

②交通弱者に対する移動
支援の促進

○高齢者をはじめとした交通弱者に対する移
動支援サービスを促進します。
○高齢者や家族の人に、福祉有償運送等を実
施している事業所を紹介します。
○公共交通の利用が困難な高齢者や障がい者
にタクシー券の給付を実施します。

11



頄目 内容 R2実施状況 課別

・民生委員や地域の各団体が主体となり、一人暮らし高齢者へ見守りも兼ねお楽しみ給食サービス事
業の調理、配達を連携して行いました。
・ふれあいペンダント(高齢者の見守りサービス)利用者として、新たに8名の登録を行いました。

福祉課

・栄養改善を目的とした配食や、住民ボランティア等が行う見守り等の自立支援に資するサービスの
構築、支援ができるよう取り組んでいく。
・令和３年度に向けて、キッチンカーを活用した配食サービスについて、市内ボランティア団体と計
画を進めており、高齢者通いの場や介護事業等への訪問を行い、高齢者の生活支援サービスの推進を
図ります。

介護支援課

・福祉課窓口にて、各種福祉関係情報のチラシ設置、ポスター掲示を積極的に行いました。 福祉課

・令和2年度は包拢支援センターを高根総合支所内に移転しました。事前に広報、世帯回覧、
CATV、民生委員会議、区長会等で移設したことも含め地域包拢支援センターの業務内容を広く周知
をしました。

介護支援課

・ほくとハッピーワークを常設し、市とハローワーク韮崎が一体となって子育て世代やひとり親の就
労支援や職業相談を実施しました。

子育て応援課

・相談しやすいように愛称「ほくとっこ」「おひさま」とし周知しました。
・内容を周知するためにチラシの作成を行い、各種団体に周知しました。また、広報・ホームペー
ジ・CATVでも周知するとともに、訪問時などにも案内をしました。

ほくとっこ元気課

・民生児童委員に、市の制度や県民児協から送られてくる最新の福祉情報などを伝え、普段関わる案
件を的確に福祉行政や担当機関へつなげられる体制づくりを行いました。

福祉課

・地域包拢支援センターの地区担当職員が民生委員定例会に参加し、関係性の構築を図り、相談や情
報提供を行いました。
・個別ケースに関しては、他機関と連携し、個別ケア会議等で相談体制を構築しています。
・民生委員と介護支援専門員が連携できるように両者の関係性について説明しました。

介護支援課

・民生委員や児童委員の代表者の方が委員となっている、「子ども・子育て会議」において、市の子
育て施策について年数回協議いただきました。

子育て応援課

・各地区で行われています民生委員・児童委員会の定例会に出席し、子育て世代包拢支援センターの
周知と連携について案内をしました。

ほくとっこ元気課

・地域の方々に参加いただきながら、放課後子供教室を実施し、地域住民との交流活動に積極的に取
り組むとこですが、コロナ禍において感染防止のため事業を実施できませんでした。

子育て応援課

・妊娠準備期から子育て期に渡って、相談支援や母子保健、子育て支援を包拢的にワンストップで提
供するため専門職、関係機関、地域組織との連携を図り子育て支援への体制づくりに取り組みまし
た。

ほくとっこ元気課

②相談窓口の案内・周知

○市や関係機関の窓口、福祉関連サービスの
情報を整理し、分かりやすく提供します。
○福祉情報をケース別に整理した「ふくし相
談ガイド」を窓口で配布します。
○広報・ホームページ等で福祉の相談窓口に
関する情報を発信します。

（３）相談体制・福祉士サービスの充実

①住民主体の生活支援
サービスの創出・実施

○福祉や介護などに関係する諸団体と連携
し、生活支援サービスの向上に努めます。
○住民主体の買い物、見守り等の生活支援
サービスを支援します。
○社会保障制度等の給付に結びつかない方の
支援に取り組みます。

③民生委員・児童委員等
と連携した相談しやすい
体制作りの推進

○民生委員・児童委員や母子相談員等と協働
し、地域の相談体制を整備します。
○社会福祉協議会と連携し、「福祉総合相談
窓口」を運営します。
○山梨県弁護士会と連携し、法律相談を開催
します。
○職員のスキルアップや関係機関との連携体
制の構築を図ります。

④包拢的な子育て支援の
実施

○妊娠準備期から子育て期に渡って、相談支
援や母子保健、子育て支援を包拢的にワンス
トップで提供する「北杜市版ネウボラ」を推
進します。
○地域全体で子育てを支援していく体制づく
りに取り組みます。
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・かざぐるまや福祉課で相談を受けた事案について、就労支援や日中活動先などの福祉サービスに繋
げました。

福祉課

・高齢者、障がい者、児童等の多様なニーズに対応し、個々のニーズに最も見合う適切なサービスを
提供するため、「サービス調整会議」を庁内で月1回定例で開催し、担当課の情報共有とサービスの
調整を図っています。

介護支援課

・「北杜市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、事業を実施しました。 子育て応援課

・介護する人からの相談を受け付け、関係課へ適切に繋げました。
・介護する人の負担を尐しでも和らげるため、高齢者生活支援事業の案内を行いました。

福祉課

・介護する方からの相談を傾聴し必要があれば関係機関やサービスに適切につなげ、身体的、精神
的、経済的な負担の軽減を図りました。
・介護者の集いを5回開催しました。

介護支援課

・成年後見制度利用を促進するため、研修会等に参加しました。さらに、市内部での打合せを数回行
い、円滑な事務実施が行えるよう協議を重ねました。

福祉課

・低所得者の高齢者に対して、成年後見制度の申し立てに要する経費や成年後見人等の報酬を助成し
ています。令和元年度に民生委員に対して権利擁護について資料等用いて説明しましたので令和2年
度は実施しませんでした。

介護支援課

⑥介護者支援の充実

○介護する人への相談対応や適切な助言を行
い、介護負担の軽減を図ります。
○寝たきり・認知症高齢者を介護する人の交
流を実施します。
○介護をしている家族等へ介護用品を支給し
ます。

⑦成年後見制度の利用促
進

○権利擁護センターとの協働による普及啓発
や制度利用の促進を実施します。
○成年後見制度の費用負担が困難な人に対し
て助成を実施します。
○市民後見人養成講座を開催し、地域で支え
る仕組みを構築します。

⑤各種福祉サービスの提
供

○公助として行う各種福祉サービス（児童福
祉、障がい者福祉、高齢者福祉、介護保険事
業など）について、それぞれの計画に基づき
適切に提供します。
○庁内及び関係機関で連携を図り、総合的な
支援サービスを提供します。
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